
第 1回 志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会【総務部会】 

会 次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 出席者紹介 

４ 志布志市松山地域学校統合準備委員会等設置規程について 

５ 志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会について 

６ 報 告 

松山地域小・中学校児童・生徒へのアンケート実施報告 

７ 議 事 

(1) 校名、校章、校歌について 

  ア 学校名称の選定方針について 

  イ 校章の選定方針について 

  ウ 校歌の作詞作曲の選定方針について 

(2) 閉校式式典行事について 

(3)  その他 

８ その他 

９ 閉 会 

教育委員会出席者 

課名 職名 氏名 

教育総務課 

課長 児玉 雅史 

総務施設グループリーダー 橋本 淳二 

総務施設グループサブリーダー 兒玉 憲一 

総務施設グループサブリーダー 徳重 康成 

日時 令和７年 12 月 16 日（水）15：30～16：30 

場所 志布志市老人福祉センターホール 



志布志市松山地域学校統合準備委員会等設置規程 

 （設置） 

第１条 松山地域の学校統合の円滑な推進を図り、もって学校教育の推進及び

教育環境の向上に資するため、志布志市松山地域学校統合準備委員会（以下

「委員会」という。）及び志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会

（以下「部会」という。）を置く。 

 （委員会の所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

 式典行事に関すること。 

 教育環境の整備に関すること。 

 校名、校歌、校章等に関すること。 

 学校運営等に関すること。 

 教育課程に関すること。 

 交流学習及び児童生徒（学齢期前の子供を含む。）の交流に関すること。 

 通学路、通学方法及び安全対策に関すること。 

 制服に関すること。 

 ＰＴＡの組織運営及び交流に関すること。 

 その他松山地域の学校統合に関し必要な事項 

 （委員会の組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員24人以内で組織する。 

２ 委員長は、市立松山中学校長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから志布志市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が委嘱する。 

 松山地域の市立小学校の校長 

 松山地域の市立学校の児童生徒の保護者 

 松山地域のコミュニティ協議会の代表者 

 松山地域の市立学校の学校運営協議会の委員 

 松山地域の認定こども園等の代表者 

 松山地域の認定こども園等の児童の保護者 

 その他教育委員会が適当と認める者 

 （委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 
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２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

 （部会の所掌事務） 

第６条 次の各号に掲げる部会において、第２条各号に定める事務の調査検討

を行い、その結果を委員会へ報告する。 

 総務部会 

 学校運営・教務部会 

 通学・制服・ＰＴＡ部会 

 （部会の組織） 

第７条 各部会は、部会長及び部員20人以内で組織する。 

２ 各部会長は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をもって充て

る。 

 総務部会長 市立松山小学校長 

 学校運営・教務部会長 市立泰野小学校長 

 通学・制服・ＰＴＡ部会長 市立尾野見小学校長 

３ 各部会の部員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 松山地域の市立学校の教頭、教職員等 

 松山地域の市立学校の児童生徒の保護者 

 松山地域のコミュニティ協議会の代表者 

 松山地域の市立学校の学校運営協議会の委員 

 （準用） 

第８条 第４条の規定は、部会長について準用する。 

２ 第５条の規定は、部会の会議について準用する。 

 （庶務） 

第９条 委員会及び部会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

 （その他） 

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年９月25日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 
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専門部会
部員 人数 正 副

学校教育課
生涯学習課

松山地域学校統合準備委員会　組織図

小学校長

小中ＰＴＡ 4

交流学習・児童生徒の交流

通学・制服・ＰＴＡ部会
通学路・通学方法

構成 庶務担当
検討事項

◎松山小校長

学校運営・教務部会

総務部会

こども園等 3

閉校、開校等の式典行事
学校財産
沿革史
教育環境の整備

3

構成
委員 人数

◎松山中校長 1

小中ＰＴＡ 4
コミュニティ協議会 3

4
学校運営、グランドデザイン等

ＰＴＡの交流

教育総務課

担当教諭 4

教育総務課

計 13

1
教頭 4

◎泰野小校長 1

計 20

学校教育課

教頭 4
教務担当教諭 4

4

学校教育課 教育総務課

事務職員 4
コミュニティ協議会 3

松
山
地
域
学
校
統
合
準
備
委
員
会

◎尾野見小校長 1
教頭 4

担当教諭 4

校名・校章・校歌

担当教諭 4

庶務担当
教育総務課

その他
学校運営協議会

スクールバスの運行基準・経路

学校運営協議会

合計 46

3こども園等保護者

計 24 教育課程

「教育のまち 松山」の目指す具体像と
実現するための施策

制服、体育服等の取扱い
ＰＴＡの組織運営、規約等

その他 3

計 13
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区分 備考

1 委員長 松山中学校　校長

2 松山小学校　校長

3 泰野小学校　校長

4 尾野見小学校　校長

5 松山小学校保護者代表

6 泰野小学校保護者代表

7 尾野見小学校保護者代表

8 松山中学校保護者代表

9 新橋地区コミュニティ協議会

10 泰野校区コミュニティ協議会

11 尾野見コミュニティ協議会

12 松山小学校学校運営協議会

13 泰野小学校学校運営協議会

14 尾野見小学校学校運営協議会

15 松山中学校運営協議会

16 城南保育園　園長

17 みどり保育園　園長

18 城南保育園　保護者代表

19 みどり保育園　保護者代表

20 さゆり保育園　保護者代表

21 鹿児島大学教授

福田　裕生 教育長

児玉　雅史 教育総務課長

淀　修司 学校教育課長

橋本　淳二 教育総務課総務施設グループリーダー

兒玉　憲一 教育総務課総務施設グループサブリーダー

徳重　康成 教育総務課総務施設グループサブリーダー

志布志市松山地域学校統合準備委員会

事務局

志布志市教育委員会
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志布志市松山地域学校統合準備委員会及び専門部会の基本的な考え方 

１ 志布志市松山地域学校統合準備委員会の基本的な考え方 

  令和11年４月の学校開校に向けて円滑な準備を図ることを目的に、必要な事項を協議し、

基本方針を決定する。（準備委員会は３回/年程度 実施） 

  各専門部会で協議したことを、準備委員会に報告、協議、了承したものが準備委員会の統

一意見となります。 

２ 専門部会の基本的な考え方 

  各専門部会【総務部会】【学校運営・教務部会】【通学・制服・PTA 部会】において、統合 

準備における詳細を協議し、準備委員会に報告。（各部会３回/年 実施） 

  児童生徒アンケートにあった思いに寄り添って、協議を進めて行きたいと思います。 

市

教育委員会

準備委員会

各専門部会

市

【最終決定】

教育委員会（案）

決定

準備委員会（案）

協議～決定

各部会ごとに協議

部会（案）に作成
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専門部会
部員 人数

志布志市松山地域学校統合準備委員会　専門部会

その他

計 13

その他

計 13

校名・校章・校歌

担当教諭 4

その他

学校運営協議会

教頭 4

4

事務職員

合計 46

教育課程

「教育のまち 松山」の目指す具体像と実現す
るための施策

制服、体育服等の取扱い

ＰＴＡの組織運営、規約等

※その他必要な事項については、該当する部会にお
いて協議するものとする。

◎尾野見小校長 1

教頭 4

担当教諭 4スクールバスの運行基準・経路

教務担当教諭 4

20

小中ＰＴＡ 4

交流学習・児童生徒の交流

３ 通学・制服・ＰＴＡ部会

通学路・通学方法

学校運営、グランドデザイン等

ＰＴＡの交流

担当教諭 4

◎泰野小校長 1

構成
検討事項

◎松山小校長

２ 学校運営・教務部会

１ 総務部会

閉校、開校等の式典行事

学校財産

沿革史

教育環境の整備

1

教頭 4

3

4

コミュニティ協議会

計

-6-



区分 備考

1 総務部会　部長 松山小学校　校長

2 松山小学校　教頭

3 泰野小学校　教頭

4 尾野見小学校　教頭

5 松山中学校　教頭

6 松山小学校　教諭

7 泰野小学校　教諭

8 尾野見小学校　教諭

9 松山中学校　教諭

10 松山小学校　事務職員

11 泰野小学校　事務職員

12 尾野見小学校　事務職員

13 松山中学校　事務職員

14 新橋地区コミュニティ協議会

15 泰野校区コミュニティ協議会

16 尾野見コミュニティ協議会

17 松山小学校運営協議会

18 泰野小学校運営協議会

19 尾野見小学校運営協議会

20 松山中学校運営協議会

志布志市松山地域学校統合準備委員会　【総務部会】
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松山地域学校統合準備委員会 専門部会での協議事項（案） 

令和７年度 

総務部会 協議事項 

第１回 

令和７年 

12 月 16 日（火） 

(1) 校名、校章、校歌について 

  ア 学校名称の選定方法について 

  イ 校章の選定方法について 

  ウ 校歌の作詞作曲の選定方法について 

(2) 閉校式典行事について 

  ア 閉校式典の進め方について 

(3) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年 1月～２月 

(1) 校名、校章、校歌について 

(2) 閉校式典行事について 

(3) 学校財産について 

学校運営・教務部会 協議事項 

第１回 

令和７年 

11 月６日（木） 

(1) 交流事業について 

ア 令和８年度児童・生徒間交流事業計画について 

(2) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年 1月～２月 

(1) 交流事業について 

(2) 学校運営、グランドデザイン、「教育のまち松山」

を目指す施策について 

通学・制服・PTA 部会 協議事項 

第１回 

令和７年 

11 月 26 日（水） 

(1) 制服、体育服の取扱いについて 

  ア 取扱い方針（案）策定 

(2) 通学路、通学方法及びスクールバスの運行基準・経

路について 

(3) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年１月～２月 

(1) 制服、体育服の取扱いについて 

(2) 通学路、通学方法及びスクールバスの運行基準・経

路について 
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１ 今回の部会で協議すること 

(1) 校名、校章、校歌について選定方針案の協議（令和９年度に決定）

(2) 閉校式式典行事の在り方について協議 

２ 校名の選定方針について（案） 【令和９年度 学校名決定】 

校名検討（案） 課題等 

①公募 
・市民へ募集 

・市内小・中学校児童生徒へ募集 

・選定、決定までに時間を要する。

・他自治体では、学校統合において

新しい学校名は公募している事例

が多い。 

②総務部会・準備委

員会において選定 

総務部会で校名（案）を協議し、 

準備委員会で選定する。 
・選定が容易である。 

３ 校章の選定方針について（案） 【令和９年度 校章決定】 

校章検討（案） 課題等 

①新規に校章を作成 

・公募 

例：市民、小中学校児童生徒 

・デザイナーへの依頼等 

・デザイナーの選定、経費 

②現在の校章をアレ

ンジして作成 
例：松山中学校の校章をアレンジ 

・アレンジをどのようにするのか。

・専門家への依頼 

公募

•公募期間（案）

•令和９年６月～８月

複数案

選定

総務部会において複数（案）選定

令和９年10月

候補案

決定

準備委員会において協議、校名候補
（案）決定

令和９年10月～11月

決定

学校名決定【令和９年度】

令和10年３月

① 公募にした場合の流れ ② 公募にしない場合の流れ

校名（案）

協議

•総務部会において校名（案）協議

校名（案）

選定

準備委員会において校名選定

決定
学校名決定【令和９年度】

令和10年３月

スケジュール（案） スケジュール（案）
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４ 校歌の選定方針について（案） 【令和９年度 校歌決定】 

校歌検討（案） 課題等 

①新規に校歌を作成 

・歌詞は公募 

例：市民、小中学校児童生徒 

・作曲は専門家へ依頼 

・歌詞、作曲共に専門家へ依頼 

・専門家の選定、経費 

②現在の校歌をアレ

ンジして作成 
例：松山中学校の校歌をアレンジ 

・アレンジをどのようにするのか。

・専門家への依頼 

【参考】 

(1) 金峰学園（南さつま市）令和５年４月開校 

   校歌は、旧金峰中学校校歌の歌詞を一部変更したのみ。

(2) 桜島学校（鹿児島市）令和８年４月開校 

   校歌は、作詞：上白石 萌音 作曲：吉俣 良 に作成依頼。 

５ 閉校式式典行事について 【令和８年度 日程、内容等計画策定】 

閉校式式典検討（案） 課題等 

①各学校ごとに式典

を実施 

閉校記念事業 

（関連） 

市が主催又は市と実行委員会

等が共催での実施。 

閉校記念事業は実行委員会等

が主催となり実施。 

日程調整、来賓等の調整 

令和 11 年３月の土日祝日（参考） 

土：3/3、3/10、3/17、3/24 

日：3/4、3/11、3/18、3/25 

祝：3/20（火） 

実行委員会等の設置の在り方を検討。 

閉校記念事業は学校行事との日程調整

が必要。 

②４校合同で閉校式

典を実施 

やっちくふれあいセンターを

会場にして、４校合同で閉校

式を行う。 

式典は１回で済むが、各学校の特色がな

くなる。合同式典の在り方を検討する必

要がある。 

歴史を積み重ねてきた学校で閉校式を

実施する意義。 

 ※各学校、地域の意向に沿った式典の在り方を協議していきたい。 
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【参考】閉校した八野小学校・出水中学校・田之浦中学校の実績 

八野小学校 出水中学校 田之浦中学校 

平成 23 年３月 20 日（日） 

閉校記念式典（体育館） 

11：00～12：00 

記念碑除幕式（校庭）  

12：10～12：20 

八野小の思い出を語る会 

（体育館）宴席 

12：50～15：00 

平成 26 年３月 15 日（土） 

閉校記念式典（体育館） 

11：00～12：00 

記念碑除幕式（校庭）  

12：10～12：20 

出水中の思い出を語る会 

（体育館）宴席 

12：50～15：00 

平成 26 年３月 16 日（日） 

閉校記念式典（体育館） 

11：00～12：00 

記念碑除幕式（校庭）  

12：10～12：20 

田之浦中の思い出を語る会

（体育館）宴席 

12：50～15：00 

実行委員会 

志布志市立八野小学校の閉校

に関する実行委員会 

志布志市立出水中学校の閉校

に関する実行委員会 

志布志市立田之浦中学校 

閉校記念事業実行委員会 

実行委員会での主な取り組み 

・記念碑の建立 

・記念誌の作成 

・記念 DVD の作成 

・閉校記念事業の実施（学校と連携しての運動会、文化祭等） 
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令和11年度

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 4月
10/29

1/20金
峰学園
視察

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

12/16 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1
開校、閉校等の式典行
事

閉校
式

2 学校財産

3 沿革史

4 教育環境の整備

5 校名・校章・校歌
校名・
校章・
校歌決
定

6 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

11/6 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1
学校運営、グランドデザ
イン等

2
「教育のまち松山」の目指す
具体像と実現するための施策

3 教育課程

4
交流学習・児童生徒の
交流

次年度
計画作
成

次年度
計画決
定

３小学
校合同
遠足
(案)

5 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

11/26 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1 通学路・通学方法

2
スクールバスの運行基
準・経路

スクールバ
ス運行に係
る予算要求

3
制服、体育服等の取扱
い

4
PTAの組織運営、規約
等

5 PTAの交流

6 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

総務部会

学校運営・教務部会

通学・制服・PTA部会

義
務
教
育
学
校
開
校

児童生徒への
アンケート実
施

松山地域学校
統合準備委員会

松山地域の学校統合準備委員会・義務教育学校開校準備 今後のスケジュール 【随時更新】
主な業務 令和10年度（１年前）令和９年度（２年前）令和８年度（３年前）令和７年度（４年前）

協議・方針

広報・周知

振り返り・次年度計画（10月まで） 実施・振り返り・次年度計画（10月まで） 実施

実施・振り返り・次年度計画 実施・振り返り・次年度計画 実施

協議

閉校式計画・準備 閉校式準備
開校式計画・準備閉校式計画・開校式計画

進め方、在り方、組織、会則、規約等協議

進め方、計画等協議 校名・校章・校歌協議 校名（案）・校章

(案)・校歌（案）決定

進め方等協議

最
終
決
定

最
終
決
定

方針決定

校舎建築工事
備品整備

取扱い等協議

備品整備計画

概略・方針案作成
スクールバス停留所、運行路線等計画策定

計画

案
策
定

計画

計画

計画

計画

計画

運行基準協議
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